
 

平成２２年度 登記簿等の公開に関する事務（乙号事務） 

実施要項（案）の審議に当たっての議論のポイント（６／１８） 

 

 

 

 

１．公共サービスの内容及び確保されるべき公共サービスの質 

 

 

 

２．入札参加資格 

 

 

 

３．落札者決定の評価基準 

 

 

 

４．情報の開示 

 

 

 

５．民間事業者が講ずべき措置 

 

 

 

６．その他 

 

 

 

資料２－１


